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環境省における環境教育施策環境省における環境教育施策
　－　－ 化学物質の問題について取り組んだ化学物質の問題について取り組んだ
　　　　 事例を中心に事例を中心に

環境省総合環境政策局環境省総合環境政策局
環境教育推進室環境教育推進室

　　　　　尾崎　泰之　　　　　尾崎　泰之

　概要　概要

・　環境教育・環境学習関連法令等

・　環境教育推進室の施策紹介

　 こどもエコクラブ事業

　 環境カウンセラー活用促進事業

・　国連持続可能な開発のための教育

　 （ESD）について
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　環境教育・環境学習関連法令等環境教育・環境学習関連法令等

環境基本法環境基本法環境基本法
19931993

環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の
推進に関する法律 （環境保全活動・環境教育推進法）

環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の
推進に関する法律推進に関する法律 （環境保全活動・環境教育推進法）（環境保全活動・環境教育推進法）

19991999

20062006

これからの環境教育・環境学習
　　－持続可能な社会を目指して－　　（中環審答申）

これからの環境教育・環境学習これからの環境教育・環境学習
　　－持続可能な社会を目指して－　　（中環審答申）　　－持続可能な社会を目指して－　　（中環審答申）

20032003

我が国における「国連持続可能な開発のため
の教育（ＥＳＤ）の10年」実施計画
我が国における「国連持続可能な開発のため我が国における「国連持続可能な開発のため
の教育（ＥＳＤ）のの教育（ＥＳＤ）の1010年」実施計画年」実施計画

　環境教育推進室の施策　環境教育推進室の施策

　こどもエコクラブ事業

　環境カウンセラー活用推進事業
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　　こどもエコクラブ事業こどもエコクラブ事業

子どもたちが地域の中で楽しみながら自主的に
環境保全活動・環境学習をすることを支援

H18.10末現在登録数　4,435クラブ　13万1,768人

スターターキット（会員手帳、会員バッジ）やニュー
スレター等の配付

企業等の協力(パートナーシッププログラム)

活動成果を持ち寄る全国フェスティバルを開催

　　　H19.3末に横須賀市で開催予定　　
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　　環境カウンセラー活用推進事業環境カウンセラー活用推進事業

　　　

環境カウンセラーとは
環境保全に関する専門的知識や豊富な経験等を有し、
環境保全活動に関する助言等を行うことができる人材
として、環境省の行う審査を経て登録

登録人数 3,856人（平成18年4月1日現在）
　事業者部門2,350名　市民部門1,774名（両部門268名）

環境カウンセラーのサイト　 　　　
http://www.env.go.jp/policy/counsel/

　・各カウンセラーの活動実績等を公開
　・専門分野、地域等で検索することが可能
　・各都道府県の環境カウンセラー協(議)会の情報
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　　持続可能な開発のための教育持続可能な開発のための教育
　　Education  for  Sustainable  DevelopmentEducation  for  Sustainable  Development

■持続可能な開発（Sustainable Development）とは
将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、現在の世代
のニーズを満たすような社会づくり
「環境の保全」、「経済の開発」、「社会の発展」を調和の下に進
めていくことが重要

■持続可能な開発のための教育（ESD）とは
新たにＥＳＤという教育（活動）を行うのではなく、既存のあらゆる
教育活動に「持続可能性」や「持続可能な開発」といった概念を
盛り込む

　　詳しくは、「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議　　
（ＥＳＤ－Ｊ）のＨＰ　http://www.esd-j.org/whatsesd/　 を参照
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2005

2006

2009

2010

2014

初
期
段
階

２００９年中　UNDESD国内実施計画　中間見直し作業

10年間の評価・以後の取組の検討

　　ESDESD推進に係る環境省の取組推進に係る環境省の取組

２００５．１．１　２００５．１．１　UNDESDUNDESD開始開始

UNDESD国内実施計画の見直しと必要な取組の開始

①普及啓発
　　　パンフレット作成・配布、各種会議での周知等
②地域での実践
　　　国連持続可能な開発のための10年促進事業
③高等教育機関における取組
　　　持続可能なアジアに向けた大学院等における
　　　環境人材育成戦略事業

　　ＥＳＤの実践例ＥＳＤの実践例

現在、環境省では、「国連持続可能な開発のための教育の10年促進事業」において、
全国10の地域（団体・事業）を採択し、地域に根差したＥＳＤの活動・取組を支援して
いる。今後は、これら地域での実践を取りまとめて発信し、全国に普及させる。

詳細は、http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7621
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　ご静聴ありがとうございました　ご静聴ありがとうございました

各施策については、各施策については、

総合環境政策局環境教育推進室総合環境政策局環境教育推進室

　０３－３５８１－３３５１　０３－３５８１－３３５１
http://www.env.go.jp/policy/edu/index.htmlhttp://www.env.go.jp/policy/edu/index.html

までまで


